学校施設使用にかかる誓約書

[bookmark: _GoBack]福津市立学校の施設を使用するにあたり、下記の事項について遵守し、団体の構成員にも周知することを誓約します。

記

1. 常に善良なる使用者としての注意と義務をもって使用します。
2. 教育委員会、学校の指示に従い、児童生徒の模範となる行動に努め、節度ある態度で使用します。 
3. 子どもへの指導においては、子どもの年齢・発達段階に応じ無理のない練習内容・負荷設定とします。また人格を否定する言動、威圧的な指導、体罰や暴力行為は厳に慎み、子どもの人権に十分配慮して活動します。
4. 許可された使用時間（準備・後片付け・清掃を含む）・場所（ステージ等には立ち入らない）を厳守します。
5. 施設内や施設周辺で騒音をたてる、大声で騒ぐ等の行為により、近隣住民に迷惑をかけることはしません。
6. 施設内や敷地内での喫煙、飲酒はしません。
7. 施設内での飲食（水分補給を除く）は原則としてしません。
8. 火気の使用及び危険な行為はしません。
9. 営利活動又はこれに類する行為はしません。
10. 使用後は、必ず後片付けや清掃、グラウンド整備を行います。
11. 施設や設備などを破損させた場合は、すみやかに届け出るとともに、原状回復（弁償）をします。
12. 利用を中止する場合は、福津市シルバー人材センターへすみやかに届け出ます。
13. 使用料の納入は、必ず決められた期限内に行います。
14. 学校行事や工事等のため、利用の許可を取り消される場合があることを承諾します。
15. その他児童生徒の教育活動や管理上に支障があるような使用はしません。

上記の内容を守れなかった場合や、申請や許可の内容が事実と相違していることが確認された場合は、使用停止及び団体登録の取り消しをされても異議申し立てをしません。
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